　資料３　

国民健康保険税の税率等の改定について

昨年１２月の国保運営協議会で申し上げたとおり、近年、医療の高度化や国保被保険者の高齢化などにより、一人当たり医療費は年々増加している一方、被保険者数の減少により保険税収入は年々減少しており、国保の運営は独立採算が原則ですが、令和５年度において赤字決算となったことや、令和６年度・令和７年度においては一般会計から３億円以上の公金の投入が行われていることなど、財政運営は一層厳しさを増しております。
そのため、令和８年度以降も、本市の現行税率と事業費納付金の本算定結果で示された標準保険税率を比べ、特に乖離の大きな項目について標準保険税率に近づけることとし、令和８年度の税率（案）を以下の通り試算しました。
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国民健康保険特別会計繰出金の内訳（令和７年度は１２月補正後、令和８年度は予定）
	年　度
	内　　　訳
	合　　　計

	
令和７年度
	法定分
	４９３，８３７千円
	
　　   ８２６，２９９千円

	
	法定外分
	３２，４６２千円
＋３００，０００千円
	

	
令和８年度
	法定分
	４７６，８４５千円
	
　  　 ７２９，９９１千円

	
	法定外分
	　５３，１４６千円
　  ＋２２０，０００千円
	




【試算結果】

今回の税率改定によってどんな世帯にどんな影響が生じるのか、いくつかのモデルケースを
用いて試算しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（年税額：円）
	
世帯状況

	
改定前

	
改定後
	
差額
	
増加率

	単身世帯
所得　0円
7割軽減世帯
	2５,400円
	27,100円

(30,000円)
	1,700円

(4,600円)
	6.69％

(18.11％)

	２人世帯
所得　1,300,000円
２割軽減世帯
	172,800円
	187,200円

(208,000円)
	14,400円

(35,200円)
	8.33％

(20.37％)

	２人世帯
所得　2,000,000円
軽減なし
	265,200円
	286,300円

(316,700円)
	21,100円

(51,500円)
	7.96％

(19.42％)

	３人世帯
所得　3,000,000円
軽減なし
	385,900円
	415,600円

(458,400円)
	29,700円

(72,500円)
	7.70％

(18.79％)

	４人世帯
所得　3,900,000円
軽減なし
	643,700円
	685,000円

(753,100円)
	41,300円

(109,400円)
	6.42％

(17.00％)

	４人世帯
所得　10,000,000円
限度額超過世帯
	1,090,000円
	1,130,000円
	40,000円
	3.67％


[bookmark: _GoBack]※表の中の上段は左ページの「R8年度保険税率」で試算した場合、
　下段の（　）内は県の示す「R8年度標準保険税率（本算定）」で試算した結果です。
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